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●
公
共
下
水
道
の
整
備
状
況

　

平
成
20
年
度
末
で
546
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
区
域
が
、
公
共
下

水
道
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
４
月
か
ら
下

水
道
が
使
用
で
き
る
区
域
は
主
に
次
の
と
お
り
で
す
。

・
下
蒲
生
地
区
の
一
部

・
上
蒲
生
地
区
の
一
部

・
三
村
地
区
の
一
部

●
農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
の
整
備
状
況

　

大
山
、
上
三
川
北
東
部
、
上
三
川
東
部
地
区
で
、
農
業

集
落
排
水
処
理
施
設
の
使
用
が
で
き
ま
す
。

●
接
続
は
お
早
め
に

　

下
水
道
が
使
用
で
き
る
地
域
は
、
す
み
や
か
に
接
続
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

接
続
す
る
た
め
の
排
水
設
備
の
工
事
は
、
町
指
定
工
事

店
に
直
接
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

指
定
工
事
店
に
つ
い
て
は
、
上
下
水
道
課
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ

さ
い
。

下
水
道
で
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り

●
下
水
道
を
使
用
さ
れ
る
皆
さ
ん
へ
の
お
願
い

　

雨
が
降
る
と
下
水
処
理
場
へ
の
流
入
量
が
増
え
ま
す
。

町
の
下
水
道
は
、
汚
水
専
用
で
す
。（
本
郷
台
団
地
等
、一

部
の
地
域
で
は
、
雨
水
専
用
の
も
の
も
あ
り
ま
す
。
）

　

下
水
の
処
理
に
は
、
ポ
ン
プ
等
沢
山
の
機
械
を
動
か
す

た
め
、
雨
水
の
流
入
は
無
駄
な
電
気
代
が
か
か
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
ま
た
、
流
入
量
が
処
理
能
力
を
超
え
た
場
合
は
、

適
正
な
処
理
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

雨
水
が
入
ら
な
い
よ
う
に
次
の
こ
と
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
雨
と
い
の
排
水
は
、絶
対
に
接
続
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

・
宅
地
内
の
ま
す
が
破
損
し
た
時
は
、
早
め
に
修
理
を
し

　

て
く
だ
さ
い
。

・
外
流
し
を
使
用
し
な
い
と
き
は
、
栓
を
す
る
な
ど
雨
水

　

が
入
ら
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

●
平
成
21
年
度
整
備
計
画

　

公
共
下
水
道
事
業
は
、
富
士
山
地
区
、
上
蒲
生
南
部
地

区
、
下
蒲
生
地
区
等
の
整
備
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

上
下
水
道
課　

業
務
係

　

☎
�
９
１
６
８

　

上
下
水
道
課　

公
共
下
水
道
係

　

☎
�
９
１
４
４

　

上
下
水
道
課　

農
業
集
落
排
水
係

　

☎
�
９
１
７
２

　

施
設
を
壊
し
た
り
、
ゴ
ミ
が
散
乱
し
て
い
る
公
園
が
多
く

見
受
け
ら
れ
ま
す
。
み
な
さ
ん
が
気
持
ち
良
く
利
用
で
き
る

よ
う
に
、
次
の
ル
ー
ル
を
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

公
園
利
用
上
の
ル
ー
ル

○
犬
が
入
園
禁
止
と
な
っ
て
い
る
公
園
に
は
、
犬
を
入
れ
な

い
で
く
だ
さ
い
。

※
公
園
内
に
、
犬
や
家
畜
等
の
フ
ン
が
た
く
さ
ん
み
ら
れ
ま

す
。
必
ず
持
ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。
飼
い
主
の
責
任
で
す
。

※
平
成
21
年
４
月
か
ら
新
た
に
、
富
士
山
公
園
は
「
犬
入
園

禁
止
」
と
な
り
ま
し
た
。

※
「
犬
入
園
禁
止
」
の
看
板
が
な
い
公
園
に
お
い
て
も
、
関

係
法
令
等
に
よ
り
、
犬
は
常
に
け
い
留
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

○
ト
イ
レ
・
ベ
ン
チ
等
へ
の
落
書
き
や
、
施
設
を
壊
す
こ
と

は
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

○
ご
み
は
、
必
ず
持
ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。

○
園
内
で
の
ゴ
ル
フ
・
ラ
ジ
コ
ン
及
び
車
輌
の
乗
り
入
れ
は

禁
止
で
す
。

○
花
火
は
禁
止
で
す
。

○
た
ば
こ
の
投
げ
捨
て
は
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
（
芝
が
燃

え
る
事
故
が
毎
年
発
生
し
て
い
ま
す
。
）

○
そ
の
他
、
利
用
者
の
迷
惑
に
な
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い

で
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

都
市
建
設
課　

都
市
整
備
係

　

☎
�
９
１
４
１

　

快
適
な
生
活
環
境
の
確
保
と
河
川
の
水
質
保
全
を
図
る
た
め
、
公
共
下
水
道
事
業
・
農
業
集
落
排
水
事
業
・
浄
化
槽
の

設
置
整
備
事
業
に
よ
り
、
家
庭
か
ら
出
る
汚
水
の
浄
化
に
努
め
て
い
ま
す
。

み
な
さ
ん
の
公
園
で
す
！

　
　
　
　

マ
ナ
ー
を
守
り
ま
し
ょ
う
!!

公
園
利
用
上
の
お
願
い


